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南あわじ市及び南あわじ市・洲本市小中学校組合教育委員会 

合同定例会会議録 
 

１．日  時   令和７年１２月１９日（金） 午後１時３０分開会 

 

２．場  所   南あわじ市役所 第２別館 第５会議室 

 

３．会議次第 

開  会     午後１時３０分 

開議宣告 

会議録署名委員の指名  近藤委員（南あわじ市） 橋本委員（学校組合） 

前回会議録の承認 

議事 

協議及び報告事項 

閉議宣告 

閉  会     午後２時０４分 

 

４．会議の出席者 

   ≪南あわじ市≫ 

（教 育 長） 新 宅 忠 敏 

   （教育委員） 青 木  京 、近 藤 宰 常 、清 水 真 澄 、山 本 真 也 

   ≪学校組合≫ 

（教 育 長） 新 宅 忠 敏 

   （教育委員） 狩 野 時 夫 、青 木  京 、山 本 真 也 、橋 本 直 之 

 

５．説明のため出席した者の職氏名 

教育次長 坂 東   聡 、教育次長補兼教育総務課長 田 村 智 巨 、 

学校教育課長 居 神 さゆり 、社会教育課長 眞 野 匡 史 、 

社会教育課付課長兼生涯学習推進室長 阿萬野 真 司 、 

スポーツ青少年課長 柏 木 映理子 、学校給食センター所長 船 本 武 身 、 

教育総務課係長 佐々木 友 美 、 教育総務課主査 興 津 里 香 

 

６．会議に付した事件及びその結果 

≪南あわじ市≫ 

議案第２４号 

 

 

南あわじ市学校給食調理場管理運営規則の一部を改正する規則制定

について 

 原案可決 
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１．開  会                          午後１時３０分 

 

【新宅教育長】  定足数に達しておりますので、ただいまから南あわじ市教育委員会及

び南あわじ市・洲本市小中学校組合教育委員会合同定例会を開会いたします。 

 

 

２．会議録署名委員の指名  

 

【新宅教育長】  まず、「会議録署名委員の指名」を行います。 

会議録署名委員につきましては、会議規則第１５条第２項の規定により、１名の委

員を指名します。 

 南あわじ市教育委員会会議録署名委員につきましては、近藤委員にお願いいたしま

す。 

南あわじ市・洲本市小中学校組合教育委員会会議録署名委員につきましては、橋本

委員にお願いいたします。 

 

 

３．前回会議録の承認 

 

【新宅教育長】  次に、「前回の会議録の承認」に移ります。 

前回会議録につきましては、事前に送付させていただいておりますので、ご確認を

お願いしたいと思います。何かお気づきの点はございませんでしたか。 

 

【青木委員】  （ 発言について修正の指摘あり ） 

 

【新宅教育長】  そのように修正いたします。 

   ほかにございませんか。 

 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

 

【新宅教育長】  ご意見がないようですので、前回教育委員会定例会会議録については

先ほどご発言いただいた部分を修正した上で承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

 

 

【新宅教育長】  異議なしと認めます。 
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よって、前回の定例会の会議録は一部を修正した上で承認することに決定しました。 

 

 

４．教育長報告 

 

【新宅教育長】  次に、「教育長報告」をさせていただきます。 

   「高知授業づくり研究会に参加して」についてお話させていただきます。去る１２

月１３日、１４日に高知授業づくり研究会が高知県三原村立三原小中学校で開催され、

私と指導主事２名の計３名で参加してまいりました。三原村は人口１，３００人あま

り、村内には小学校、中学校が１校ずつあります。小学校児童数は３４名、中学校生

徒数は２０名です。 

当日は、小学校６年生の社会科の授業と中学校の合同授業が行われました。 

小学校の社会科の授業では、高度経済成長期の資料を見ながら、自分たちで授業の

課題を見つける学習をしていました。キーワードとして三種の神器、高度経済成長、

公害などが挙がる中で、８人の６年生がペアになって４つの課題を出し、その中から

２つの課題を自分たちで選んで学習するというスタイルでした。「産業の発展により

人々の暮らしはどうなったのか」「日本はどのように経済成長をしたのか」といった課

題について話し合い、最後には「日本は経済が発展して本当に良かったのか」といっ

た考察まで深めていました。知識の習得だけで終わらず、背景まで考え抜く素晴らし

い授業でした。 

中学校の合同授業では、数学の関数の課題に１年生から３年生までが１０組のペア

で取り組んでいました。学年を超えて課題を解いていく新たな取り組みです。この「課

題解決型」の授業を１０年ほど継続した結果、学力到達度が非常に高く、多くの教科

で８割から９割超の到達度を数年間維持しているとのことでした。 

私はこの研究会の最後に、南あわじ市の授業改革の取り組みについて実践発表をさ

せていただきました。 

今回の研究会では、少人数の中でどのような授業ができるのか、一つのモデルを見

てきたと感じております。 

  以上で報告を終わります。この件につきまして、何かございませんか。 

 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

 

【新宅教育長】  ないようですので「教育長報告」を終わらせていただきます。 

 

 

５．議 事 
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【新宅教育長】  次に「議事」に移ります。 

    「議事」につきましては南あわじ市議案１件を審議いたします。 

 

 

○南あわじ市教育委員会議案第２４号 

「南あわじ市学校給食共同調理場管理運営規則の一部を改正する規則制定について」 

 

【新宅教育長】  南あわじ市教育委員会議案第２４号「南あわじ市学校給食共同調理場

管理運営規則の一部を改正する規則制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

【船本所長】  議案第２４号について提案理由をご説明いたします。 

   本件につきましては、学校給食費の公会計化に伴い、南あわじ市学校給食共同調理

場の運営内容を一部見直すものです。なお、附則で給食費の決定及び徴収などにかか

る規定については公布の日から適用、その他の規定については令和８年４月１日を施

行日として定めております。 

   以上、議案第２４号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

【新宅教育長】  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

 

【新宅教育長】  これで質疑を終結します。 

お諮りします。 

本案につきましては討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

 

（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

 

【新宅教育長】  異議なしと認めます。 

   よって、直ちに採決します。 

   南あわじ市教育委員会議案第２４号「南あわじ市学校給食共同調理場管理運営規則

の一部を改正する規則制定について」を原案のとおり決定することにご異議ございま

せんか。 
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（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

 

【新宅教育長】  異議なしと認めます。 

よって、南あわじ市教育委員会議案第２４号は原案のとおり決定されました。 

 

 

６．協議及び報告事項 

 

【新宅教育長】  続いて、協議及び報告事項に移りたいと思います。 

   協議及び報告事項につきましては、お手元に資料を配布しております。 

 

 

（１）南あわじ市・洲本市小中学校組合議会１１月定例会の報告について 

 

【新宅教育長】  「南あわじ市・洲本市小中学校組合議会１１月定例会の報告について」、

事務局より説明をお願いします。 

 

【田村次長補】  令和７年第４回南あわじ市・洲本市小中学校組合議会定例会が１１月

２７日の１日の会期で開催されました。当日上程されました議案につきましては、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条において、「地方公共団体の長は、歳

入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について

定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意

見をきかなければならない」と規定されている事件に該当するため、本来であれば当

委員会にお諮りすべきところでしたが、日程の都合上、教育長専決で進めさせていた

だき、今回このような形で報告させていただくものです。 

当日の議事日程はお手元資料のとおりです。このたび上程された議案は、「令和６年

度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計歳入歳出決算の認定について」の１件で、

審議のうえ賛成多数で認定されました。 

また、一般質問では２名の議員からそれぞれ「不登校対策について」「スマホ、タブ

レット使用での身体的変調について」「インフルエンザ対策について」の質問があり、

答弁を行いました。 

以上でご報告とさせていただきます。 

 

【新宅教育長】  説明が終わりました。 

   この件につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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（２）南あわじ市議会１２月定例会一般質問の報告について 

 

【新宅教育長】  「南あわじ市議会１２月定例会一般質問の報告について」、事務局より

説明をお願いします。 

 

【田村次長補】  １１月２８日から１２月１７日までの会期で開催されました第１３６

回南あわじ市議会定例会におきまして、１２月８日・９日・１０日・１１日の４日間

にわたり、１７名の議員から一般質問がありました。そのうち、教育委員会関連の質

問は５名で、質問項目としては大きく分類して６項目ありました。それでは主なもの

について、答弁内容の概要をご報告いたします。 

   まず、部活動の地域展開にかかる、南あわじ市の方向性などについて質問がありま

した。これに対し、令和８年４月より、部活動地域展開の担当部署を配置し、コーデ

ィネーターとして専任職員の配置を検討していること。部活動地域展開が完了する令

和１０年８月までの期間において、部活動の拠点校方式を採用できるよう準備を進め

ていること。拠点校までの生徒の移動については、現段階では保御者送迎を想定して

いるが、今後活動場所が決まってくるなかで移動手段の確保について考えていくこと。 

などを答弁いたしました。 

   次に、物価高騰対策としての学校給食費無償化の考え方について質問がありました。

主な答弁内容といたしましては、国の動きが不透明ではあるが、国の動向をみながら

保護者の負担を抑え、質の高い給食の提供を続けていきたいとの考えであること。国

は小学校給食費について全額を国費では賄わないような報道があり、超過分が発生す

る可能性もあるが、ここをどのようにするかは限りある財源の中で真剣に考えていか

なければならない問題であること。物価高騰対策としての給食費の負担抑制について

はこれまでも取り組んできており、令和８年度についても検討していくものであるこ

と。などを答弁いたしました。 

   このほか、小中学校の屋外トイレの環境改善や慶野松原の利活用、小中学校のタブ

レット端末の利用における使用制限やトラブル対応、保護者との連携、また校内サポ

ートルームの運用状況や今後の拡充に向けた考え方など、幅広い質問がございました。 

質問内容と答弁の詳細につきましては、記載のとおりでございますのでご確認をお

願いいたします。  

以上で、南あわじ市議会１２月定例会一般質問のご報告とさせていただきます。 

 

【新宅教育長】  説明が終わりました。 

   この件につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 
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（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

 

 

（３）当面の行事予定及び教育委員会後援名義使用許可の報告について 

 

【新宅教育長】  「当面の行事予定」、「教育委員会後援名義使用許可状況」については、

資料をご覧おき願います。 

 

 

７．その他 

 

【新宅教育長】 次に「その他」に移らせていただきます。 

何かございませんか。 

 

 

○あんしんネットによるイベント等の配信方法について 

 

【青木委員】  毎月第１、第３水曜日にあんしんネットから配信される、イベント等の

チラシなどの掲載をお知らせするメールについて、保護者から問い合わせがありまし

た。毎回タイトルが同じなので、どの情報が更新されたのかわからないというもので

す。保護者側がそもそもメールにアクセスする意欲が低いという状態なので、タイト

ルが同じだとメールの内容を確認しようと思えないというのが現状です。でも実際に

は毎回、新しい情報が更新されているので、もっと保護者に見てもらえるように、例

えばタイトルや冒頭に新着情報があることがわかるような表示にするなど、システム

上で工夫はできないのでしょうか。 

 

【清水委員】  私は、色々な情報が掲載されているので見ています。 

 

【居神課長】  以前は、イベント等の紙のチラシを各学校で仕分けして児童生徒へ配布

しておりましたが、学校の負担軽減を考慮して、メール配信に変更させていただいて

おります。現在の配信システムでは件名や冒頭へ新着の内容を表示することは難しい

のですが、システムの更新を予定しており、今後、保護者の皆様にはより使いやすく、

見やすいものになるかと考えております。 

 

【青木委員】  期待しています。 
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○生徒会役員への立候補について 

 

【清水委員】  ある保護者の方からお聞きしたのですが、ある中学校の生徒会役員選挙

にて、立候補者の公約が事前に先生のほうで添削され、内容が削除されてしまったと

いうことでした。先生方は良かれと思って指導されているのだと思いますが、子ども

たちが「学校を盛り上げたい」という意欲を持って声を上げた時に、それが潰されて

しまっているのではないかという懸念があります。もう一度、先生方と「学ぶ楽しさ

日本一」を掲げている意義や、主体的な学びや子どもたちへの導き方について確認し

ていただきたいと感じました。 

 

【坂東次長】  立候補者の中には、意欲のある内容を公約として掲げる子と、ウケ狙い

でふざけたような内容を出してくる子もあるため、事前に公約に目を通している状況

も実際にはあります。ただ、今お伺いしたお話は行き過ぎている部分もあるかと思い

ますので、校長会の方でも話をしていきたいと思います。 

 

【新宅教育長】  子どもたちが自分たちで主張し、意見をしっかりと表現できる「耕や

し」ができていない中で教員が指導だけを行うと、それは主体的な活動ではなくなっ

てしまいます。子どもたちのやり方が悪いから指導しているのではなく、普段から指

導がきっちりできてないから招いている結果があることを認めていかなければならな

いと思います。子どもの主体性を引き出すような取組がされていないという意見も聞

いています。その積み重ねが子どもたちの不満の蓄積になり、「学ぶ楽しさ日本一」を

めざす方向性とズレが生じることになりかねませんので、学校現場としっかりと確認

していく必要があると考えております。 

 

【青木委員】  第４期南あわじ市教育振興基本計画のダイジェスト版の裏表紙に、７つ

の学ぶ楽しさが載っています。せっかく良いものを作っているので、このダイジェス

ト版を子どもたちにも配って、活用できたらいいのではないかと思いました。 

 

【清水委員】  最近、「学ぶ楽しさの木の成長」のイラスト（第４期南あわじ市教育振興

基本計画に掲載）が載ったチラシが、学校から子どもを通じて保護者へ配布されまし

た。「学ぶ楽しさ」の趣旨が子どもたちに十分に伝わっていないように感じます。ただ

渡して終わりではなく、総合学習の時間などを活用して、子どもたちを巻き込んで考

えていく場があればいいのではないかと思います。 

 

【新宅教育長】  子どもたちが自由な発想で自由に意見を表現できる雰囲気をもっと学

校でも広げていく必要があると感じております。 
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○教育委員会学校訪問（後期）の報告について 

 

【田村次長補】  去る１０月８日の賀集小学校から１１月１９日の沼島小中学校までの

期間で５つの学校を訪問いたしました。その際に出た主な意見等についてまとめた資

料を配布させていただいております。ご覧おきください。 

 

 

○３月教育委員会定例会について 

 

【田村課長】  ３月の教育委員会定例会については、毎年度の最終日に開催しており、

今年度は３月３１日（火）午後１時３０分より第２別館多目的ホールで開催したいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

８．閉  会    

 

【新宅教育長】 以上で本日の定例会の日程はすべて終了しました。 

これをもちまして、南あわじ市教育委員会、及び南あわじ市・洲本市小中学校組合

教育委員会合同定例会を閉会します。 

 

午後２時０４分 


